
    
 

 

 

病後児保育についてのお知らせ 

インフルエンザやコロナウイルス、胃腸炎などの感染症にかかり、出席停止期間が

過ぎた回復期には、医師の判断により病後児保育を利用することができます。 

    

 

初めに利用登録が必要です。予め登録をしておくといざという時にスムーズにご利

用になれるかと思いますので、必要な方は当園までご連絡の上、必要書類をお持ちに

なってご来園ください。 

 

登録に必要な書類 

・病児保育事業利用登録申込書(筑西市ホームページよりダウンロードできます) 

・支給認定通知書(黄緑色の紙)のコピー 

 

なお、病後児保育の利用には予約が必要です。前日か当日の朝までに園にご連絡く

ださい。 

 

   利用日に必要な書類 

・病児保育事業診療情報提供書(かかりつけ医の記入が必要です) 

・病児保育事業利用申込書(お家の方が記入してください) 

 

   

 

 

 

 

 

ほけんだより  
令 和 ７ 年４月 ８日 

幼保連携型認定こども園 

川 島 こ ど も 園 

・薬    ・コップ、歯ブラシ        ・ミルク（必要なお子さん） 

・水筒   ・お弁当、スプーン、フォーク、お箸 

・着替え  ・汚れものを入れるビニール袋 

・上履き  ・おむつ、おしりふき 

その他、お子さんに必要な物すべてに記名してお持ちください 



   当園に在籍中のお子さんは普段通りの給食を提供します。 

   他園に通っているお子さんはお弁当をご持参ください。 

   おやつも、普段通っている園で食べている物を参考にお持ちください。(手作りでは

ないもの、乾きもの、個包装になっているもの) 迷う時はご相談ください。 

 

  土日、祝日、お盆休み、年末年始を除く平日 

  都合によりお断りする場合もあることをご了承ください 

 

 

  ２号、３号認定のお子さんは無料です。 

  それ以外のお子さんは１日２０００円です。(筑西市内一律) 

  お迎えの際に現金でお支払いください。 

 

お薬について 

薬を持参される場合は、「病児保育事業利用申込書」の備考欄に、➀薬の種類➁飲ま
せる時間➂飲ませ方をご記入ください。※記入例を参考にしてください。 

 

※記入例 

備考 カルボシステイン１包、昼食後、服薬サポートゼリーで 

 
※以前からお伝えしています通り、「咳が出たら」といったように症状が出たら飲ませるというお薬を

職員判断で与薬することはできませんのであらかじめご了承ください。 

 

 


